
適正な食品表示を実現するための取組について

１．ＪＡＳ法改正（平成１４年７月４日施行）

① 公表の迅速化
指示及び命令を行った場合は原則公表。

② 罰則の大幅な強化
改正前 個人・法人とも５０万円以下の罰金

改正後 個人：１００万円以下の罰金又は１年以下の懲役
法人：１億円以下の罰金

２．地方農政局・地方農政事務所等の職員による監視・指導

① 地方農政局及びその下部機関として各県に設置された地方農政事務所に、食品表
示の監視及び指導を専門的に担当する表示・規格課を設置し、食品全般の表示の監
視業務に専従する職員を配置（約2,000名 。これらの職員が、日常的に小売店舗等）
を巡回し、表示について監視・指導。
ア．平成１５年度上半期生鮮食品等の表示実施状況調査結果：全国の小売店舗17,88
6店舗について調査
(ｱ) 生鮮食品の表示実施状況調査
・ 名称」を全商品の８割未満にしか表示していなかったのは540店舗（3.1% 、「 ）
原産地名 を全商品の８割未満にしか表示していなかったのは1,285店舗(7.「 」
4%)。

・米穀を販売していた小売店舗（13,627店舗）のほとんどにおいて、全ての商
品に「名称 「原料玄米 「内容量 「精米年月日 「販売者等」を表示。」 」 」 」

(ｲ) 有機農産物の表示実施状況調査
・調査対象店舗（1,113店舗）のうち、有機ＪＡＳマークなしに「有機」等の表
示がなされていた農産物を販売していたのは72店舗（6.5% 。）

イ．平成１５年度上半期加工食品の表示実施状況調査結果：農林水産消費技術セン
ターが1,859商品について調査
・ 天然果汁」と表示していた等表示の方法が不適正であったものが47商品（2.「
5%）

・原材料の表示において、重量の多い原材料から順番に表示すべきところを異
（ ）なる順番で表示していた等表示の方法が不適正であったものが45商品 2.4%

等

② また、社会的なニーズを踏まえて選定した特定の品目を対象に、その表示の根拠
を含めて徹底的な監視・指導。
ア．今年度は、うなぎ加工品の原料原産地表示に係る追跡確認調査を実施、全国の
小売店舗3,057店舗、18,427商品について調査した結果、不適正な表示が認められ
たものは、358商品（125店舗）であった。
イ．また、平成１５年産新米の品質表示に係る特別調査、乾しいたけの産地表示に
係る追跡確認調査 「和牛」表示に関する牛肉の表示特別調査を実施中。、



３．消費者の方々の協力を得た監視体制の充実

① 食品表示１１０番
都道府県による「食品表示１１０番（広く国民から食品の表示について情報提供等
を受け付けるためのホットライン 」への対応に従事する食品表示指導員の配置に対）
して支援を強化。
、「 」 、 。なお 食品表示１１０番 は 全国６５ヶ所の農林水産省関係機関においても設置

② 食品表示ウォッチャー
日常の買い物の中で食品表示の状況を点検する「食品表示ウォッチャー」を、平成
１５年度は約３,８００人に増強（平成１４年度は約１,６００人 「食品表示ウォ）。
ッチャー」には、委嘱時に研修を実施するほか、委嘱後も適宜食品表示に関する情
報提供を実施。

４．食品表示の科学的検証技術の確立と活用

農林水産消費技術センターにおいては、加工食品中の遺伝子組換え原材料の混入率
検査や農林水産物の品種判別等、ＤＮＡ分析技術等を活用した食品表示の科学的検証
技術に関する実証研究を行い、その公定法を確立する。
また、既にＤＮＡ分析技術が確立している精米等については、今年度もＤＮＡ分析

技術を活用した品種判別による食品表示の科学的検証を実施。

５ 不正表示に対する厳正な対処
これらの監視においては、必要に応じ都道府県・厚生労働省等の関係行政機関とも

連携するとともに、不正表示が行われていることを確認した場合には、ＪＡＳ法に基
づく指示・公表等の厳正な措置をとっているところ。


